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中原老人福祉センターの移設について 

● 現在の中原老人福祉センターは、周辺の住宅地から離れた高台に立地していることか 

ら、高齢者向けの施設としては利便性に欠けているため、武蔵小杉駅近辺に移設するこ 

とで、利便性の向上が期待できる。 

中原老人福祉センター（旧長寿荘）は、昭和 41 年７月 10 日、中原区井田地区の丘陵地に 

開設し、現在４８年を経過して、施設の老朽化が顕著となっている。 

（指定管理者：川崎市中原区社会福祉協議会） 

【所 在 地】 中原区井田３－１６－２ 

【構 造 等】 鉄筋コンクリート造 ２階建 

【敷地面積】 ４，１５８．１３㎡ 

【延床面積】 １，５０７．８７㎡ 

【用途地域】 第一種中高層住居専用地域  

２ 中原老人福祉センターの現状 

中原老人福祉センターは老朽化が著しく、建て替えの検討を進めざるを得ない状況 

 日本医科大学から地域包括ケアシステム構築の実現に向けての協力要請がある中で、 

これからの老人福祉センターのあり方や方向性を示す上でもコンセプトが一致している 

ため、地域包括ケアシステムにおける保健・予防を推進するための機能を備えた新たな 

「老人福祉センター」と位置づけ、中原老人福祉センターを日本医科大学からの寄贈床 

に移転・整備する。（平成３５年度を予定） 

同地区に設置されるスポーツクラブとの連携により、プール等を利用した健康づくり 

・介護予防のプログラムを検討する。 

子どもから高齢者・障がい者の方まで、対象を限定しない多目的な交流の場として、 

交流スペースと連携しながら、地域コミュニティを構築していく中での役割を担え 

るよう検討する。 

４ 移設に関する考え方 

● 跡地活用については、特別養護老人ホームの整備を基本に、地元の意見を聞きながら 

検討を進めていく。 

６ 跡地について 

日本医科大学武蔵小杉病院開発計画 

事業者から、川崎らしい地域包括ケアシステム構築に寄与するべく、福祉機

能の一体的な整備について、市への協議依頼がなされる。

「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築」のモデルとなる開発へ

５ 移設によるその他の効果 

資料２ 

【設置根拠】 老人福祉法 

【趣  旨】 高齢者に関する各種相談に応じ、健康の増進、教養の向上及びレクリエー 

ションのための便宜を総合的に供与する 

【設置箇所】 市内７か所（各区に１か所） 

【事業概要】 各種相談、各種教養講座、イベント、入浴事業、趣味・娯楽等 
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３ 位置図 


